
後悔してからでは遅い．．． 
～交差点で交通事故に遭わないために～ 

交差点には重大事故が発生する危険が多く潜んでいます！ 

予想される事故の一例 
・ 右折車両とバスの横をすり抜けてきたバイクの衝突事故 
   （バスの死角で右折車両からバイクが見えない） 
・ 右折車両が慌てて右折して、横断歩道横断中の歩行者を見落とし衝突 

○ 交差点の安全進行義務と右折車両の注意義務 
       交差道路を進行する車両や対向から来る右折車両、横断中の歩行者に注意して、 
   安全な速度と方法で進行しなければいけません。         （道路交通法第３６条第４項） 
       交差点で右折する際は、直進・左折しようとする車両を妨害してはいけません。                                 
                                                                                                      （道路交通法第３７条） 
○ 運転中の焦りは厳禁 
   焦る気持ちは、運転操作が雑になり、安全確認が不十分になりがちです。 
       気持ちに余裕を持って、安全運転を心がけましょう。  
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対向車線が右折車両がい
るせいで渋滞しているぞ、 
先に行かせてあげよう。 

渋滞しても、バイクは 
すり抜けて通れるよ～♪ 
あ！ 右折車両が！！ 

後に車が渋滞しちゃった．．． 
バスが譲ってくれたから、 
急いで右折しなきゃ。 
あ！バスの陰からバイクが！！ 

早く帰って、ご飯の用意しよ
うね♪ 
あ！青信号なのに車が！！ 

右折車両が邪魔
で前に進めないよ、 

早く行ってくれな
いかなあ。 


